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別表第三十三 証明規則第２条第１項第11号の11に掲げる無線設備の試験方法 

一 一般事項 

１ 試験場所の環境 

⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。 

⑵ その他の場合 

⑴に加えて周波数の偏差については二の項及び三の項の測定を行う。 

２ 電源電圧 

⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 

外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。 

⑵ その他の場合 

外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10％とする。ただし、次の

場合を除く。 

ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10％変動したときにおける試験機器の無線部（電

源を除く。）の回路への入力電圧の変動が±１％以下であることが確認できた場合は、定格

電圧のみで測定する。 

イ 電源電圧の変動幅が±10％以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっ

ており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合

は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。 

３ 試験周波数と試験項目 

試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の３波の周波数（試験機器の発射可

能な周波数が３波以下の場合は、すべての周波数）で測定する。 

４ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後

、測定する。その他の場合は予熱時間をとらない。 

５ 測定器の精度と較正等 

⑴ 測定器は較正されたものを使用する。 

⑵ 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。 

６ その他 

⑴ 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む。）のある設備に適用する。 

⑵ 試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを50Ωとする。 

⑶ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信の試験のための通信等を行う無線設備のうち、

陸上移動局を模擬する無線設備の場合は、本試験方法を適用する。 

⑷ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、試験用動作モードに設定すること及び

空中線電力の制御等が可能な装置又は試験に必要な信号を試験機器に与える信号発生器とする。 

⑸ 外部試験装置を接続しなくても送信可能な試験機器は、フリーランの状態で測定することが

できる。 

⑹ 本試験方法において「陸上移動局送受信帯域」及び「その他の帯域」は、次のとおりとする。 

ア 陸上移動局送受信帯域 

2,010MHz以上2,025MHz以下 

イ その他の帯域 

30MHz以上2,010MHz未満及び2,025MHzを超え12.75GHz以下 

二 振動試験 

別表第二十九の三の項に同じ。この場合において、振動条件については、同項のほか、次のラン

ダム振動を上下、左右及び前後（設定順序は任意）にてそれぞれ30分間行うこととすることができ

る。 

 周波数  ASD（Acceleration Spectral Density）ランダム振動 
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 5Hzから20Hzまで  0.96m２／s３ 

 20Hzを超え500Hzまで  -3dB／Octave 

三 温湿度試験 

別表第二十九の四の項に同じ。 

四 周波数の偏差 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件 

⑴ 波形解析器とは、理想的信号と受信信号との相関値から計算により周波数を求める装置をい

う。 

⑵ 周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容偏差の１／10以下の確度とする。 

３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加える。 

⑵ 試験周波数に設定し、連続送信状態とする。ただし、バースト送信状態に対応した波形解析

器を用いる場合は、この限りでない。 

４ 測定操作手順 

試験機器の周波数を測定する。 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で

＋又は－の符号を付けて記載する。また、割当周波数に対する許容偏差をHz単位で記載する。 

６ その他 

 試験機器から無変調の信号を送信できる場合は、波形解析器を周波数カウンタ又はスペクトル

分析器に代えて試験することができる。 

五 占有周波数帯幅 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件 

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

中心周波数      搬送波周波数 

掃引周波数幅     設備規則に規定する許容値の２から3.5倍程度まで 

分解能帯域幅     設備規則に規定する許容値の１％以下 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅の３倍程度 

入力レベル      搬送波レベルがスペクトル分析器雑音より50dB以上高いこと 

掃引モード      単掃引 

検波モード      ポジティブピーク 

変調信号 

発生器 
試験機器 擬似負荷 

（減衰器） 
 

波形解析器 

外  部 
試験装置 

制御器 

変調信号 

発生器 
試験機器 擬似負荷 

（減衰器） 
 

外  部 

試験装置 

制御器 

コンピュータ スペクトル 
分析器 
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３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加える。 

⑵ 試験周波数に設定し、バースト送信状態とする。この場合において、バースト送信状態は、

送信タイムスロット数が６及び15の両方の状態とする。ただし、送信しない時間がある場合に

は、送信タイムスロット数が15の状態のみとすることができる。 

⑶ 制御器又は外部試験装置により最大電力及び最大の占有周波数帯幅となる状態に設定する。 

４ 測定操作手順 

⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

⑵ 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

⑶ 全データの電力総和を求め、「全電力」値として記憶させる。 

⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5％となる限

界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶させる。 

⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5％となる限

界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶させる。 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として求め、MHz単位で記載する。 

６ その他 

スペクトル分析器の表示モードを「マックスホールド」、検波モードは「連続掃引」とし、

波形の変動が無くなるまで掃引する方法とすることができる。 

六 スプリアス発射又は不要発射の強度⑴ 

別表第一の測定方法による。この場合において、送信帯域を探索する場合には、搬送波周波数±

12.5MHz未満（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は搬送波周波数±25.0MHz（拡散符号速度が

7.68Mcpsの場合）の周波数範囲を探索から除外する。 

七 スプリアス発射又は不要発射の強度⑵（送信相互変調特性） 

１ 測定系統図 

 
２ 測定器の条件 

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

中心周波数      ４に示す周波数 

掃引周波数幅     3.84MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）、7.68MHz（拡散符号

速度が7.68Mcpsの場合） 

分解能帯域幅     30kHz 

ビデオ帯域幅     300kHz 

掃引モード      連続掃引 

検波モード      サンプル 

平均モード      ＲＭＳ平均 

振幅平均処理回数   スペクトルの変動が無くなる程度の回数 

３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加えて試験周波数に設定し、バースト時間率（電波を発射して

いる時間／バースト繰返し周期）を最大とした継続的送信状態とする。 

⑵ 制御器又は外部試験装置により試験機器の電力を最大出力とし、最大出力状態となるチャネ

ルの組合せ及び数で変調をさせる。 

試験機器 

外  部 

試験装置 
信号発生器 

コンピュータ 
擬似負荷 

(減衰器) 

結合器 

(ｻ-ｷｭﾚｰﾀ) 

 

スペクトル 

分析器 
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４ 測定操作手順 

⑴ 搬送波電力（ＰC ）の測定 

ア スペクトル分析器を２の設定とし、搬送波周波数を中心周波数にして掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

エ 全データの電力総和を求め、3.84MHz幅（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は7.68MHz

幅（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）の全電力とする。 

オ エで求めた値をバースト時間率で除した値をＰC とする。 

⑵ 信号発生器から、送信波より40dB低いレベルの無変調信号を発生する。 

⑶ 信号発生器の周波数を搬送波周波数＋５MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は＋10MHz

（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）に設定する。 

⑷ 相互変調積（ＰＩ）の測定 

ア スペクトル分析器を２の設定とし、搬送波周波数－５MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場

合）又は－10MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）（相互変調積の最大成分の周波数）を

中心周波数にして掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

エ 全データの電力総和を求め、3.84MHz幅（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は7.68MHz

幅（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）の全電力とする。 

オ エで求めた値をバースト時間率で除した値をＰＩとする。 

⑸ 信号発生器の周波数を搬送波周波数＋10MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は＋20MHz

幅（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）、スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数－

10MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は－20MHz幅（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）に

設定し、⑷の手順を繰り返す。 

⑹ 信号発生器の周波数を搬送波周波数－５MHz及び－10MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）

又は－10MHz及び－20MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）、スペクトル分析器の中心周波数

をそれぞれ搬送波周波数＋５MHz及び＋10MHz（拡散符号速度3.84Mcpsの場合）又は＋10MHz及

び＋20MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）に設定し、⑷及び⑸の手順を繰り返す。 

５ 試験結果の記載方法 

それぞれの離調周波数における結果を10log（ＰC ／ＰＩ ）により計算し、dB単位で記載する。 

６ その他 

⑴ 妨害信号を付加する場合は、アイソレータ、増幅器等を使用することができる。 

⑵ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と離調周波数における電

力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。 

⑶ 送信信号をサンプリングして取り込み、ＦＦＴ処理により周波数領域に変換して各離調周波

数における電力を求める方法を用いることができる。 

⑷ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いることができる。 

⑸ 隣接チャネル漏えい電力の測定と同様の方法を用いることができる。 

⑹ 搬送波周波数と相互変調積の比を求めるため、４⑴オ及び４⑷オの計算は省略することがで

きる。 

八 空中線電力の偏差 

１ 測定系統図 
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２ 測定器の条件等 

高周波電力計の型式は、熱電対若しくはサーミスタによる熱電変換型のもの又はこれらと同等

の性能を有するものとする。 

３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加えて、試験周波数に設定し、バースト送信状態（送信タイム

スロット数が６及び15の両方の状態）とする。 

⑵ 制御器又は外部試験装置により試験機器の電力を最大出力とし、最大出力状態となるチャネ

ルの組合せ及び数で変調をかける。 

４ 測定操作手順 

⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。 

⑵ 試験機器を送信状態にする。 

⑶ 繰り返しバースト波電力（ＰＢ）を十分長い時間にわたり、高周波電力計で測定する。 

⑷ バースト区間内の平均電力（Ｐ）を次式により算出する。 

Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ） 

Ｔ：バースト繰り返し周波数 

Ｂ：バースト長（電波を発射している時間） 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、工事設計書に記載された空中線電力の値に対する

偏差を％単位で＋又は－の符号を付けて記載する。 

６ その他 

⑴ 測定点は、工事設計書に記載する空中線電力を規定しているところとする。工事設計書に記

載する空中線電力を規定しているところで測定できない場合は、適切な試験端子で試験して換

算することとする。 

⑵ バースト時間率（バースト長／バースト繰り返し周期）は、スペクトル分析器により測定さ

れる値とする。ただし、工事設計書により確認できる場合には、工事設計書に記載される値を

用いることができる。 

九 隣接チャネル漏えい電力 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件 

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

中心周波数      ４に示す周波数 

掃引周波数幅     ５MHz又は10MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合のみ） 

分解能帯域幅     30kHz 

ビデオ帯域幅     300kHz 

制御器 

変調信号 

発生器 
試験機器 

高周波 

電力計 

外  部 

試験装置 

擬似負荷 

（減衰器） 

制御器 

変調信号 

発生器 
試験機器 

擬似負荷 

（減衰器） 

スペクトル 

分析器 

外  部 

試験装置 

コンピュータ 
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掃引モード      連続掃引 

検波モード      ポジティブピーク 

表示モード      マックスホールド 

掃引回数       スペクトルの変動が無くなる程度の回数 

ただし、送信タイムスロット数が15の場合は、次のとおりとする。 

検波モード      サンプル 

平均モード      ＲＭＳ平均 

３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加えて試験周波数に設定し、バースト送信状態とする。この場

合において、バースト送信状態は、送信タイムスロット数が６及び15の両方の状態とする。た

だし、送信しない時間がある場合には、送信タイムスロット数が15の状態のみとすることがで

きる。 

⑵ 制御器又は外部試験装置により試験機器の電力を最大電力とし、最大出力となるチャネルの

組合せ及び数で変調をさせる。 

４ 測定操作手順 

⑴ 搬送波電力（ＰC ) の測定 

ア 搬送波周波数を中心周波数にして掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

エ 3.84MHzの帯域幅又は7.68MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）のＲＲＣ（Root Raised 

Cosine）フィルタ（ロールオフ率0.22）の特性により各データに補正をかける。 

オ 全データの電力総和を求め、3.84MHz又は7.68MHz（拡散符号速度が7.68Mcpsの場合）幅

の全電力をＰC とする。 

⑵ 上側隣接チャネル漏えい電力（ＰU ) の測定 

ア 搬送波周波数＋５MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は＋7.5MHz（拡散符号速度が

7.68Mcpsの場合）を中心周波数にして掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ データ点ごとに電力真数に換算し、3.84MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロールオフ率

0.22）の特性により各データに補正をかける。 

エ このデータ値の総和を求め、これをＰU とする。 

オ 搬送波周波数＋10MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は＋12.5MHz（拡散符号速度

が7.68Mcpsの場合）を中心周波数にして掃引し、終了後、イからエまでの手順を繰り返す。 

カ 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合はアからオまでに加えて次の手順を行う。 

(ｱ) 搬送波周波数＋10MHzを中心にして掃引する。 

(ｲ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

(ｳ) データ点ごとに電力真数に換算し、7.68MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロー

ルオフ率0.22）の特性により各データに補正をかける。 

(ｴ) このデータ値の総和を求め、これをＰU とする。 

(ｵ) 搬送波周波数＋20MHzを中心周波数にして掃引し、終了後(ｲ)から(ｴ)までの手

順を繰り返す。 

⑶ 下側隣接チャネル漏えい電力（ＰL ) の測定 

ア 搬送波周波数－５MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は－7.5MHz（拡散符号速度が

7.68Mcpsの場合）（設備規則に規定する離調周波数）を中心周波数にして掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ データ点ごとに電力真数に換算し、3.84MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロールオフ率

0.22）の特性により各データに補正する。 

エ このデータ値の総和を求め、これをＰL とする。 

オ 搬送波周波数－10MHz（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合）又は－12.5MHz（拡散符号速度
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が7.68Mcpsの場合）（設備規則の離調周波数）を中心周波数にして掃引し、終了後イからエ

までの手順を繰り返す。 

カ 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合はアからオまでに加えて次の手順を行う。 

(ｱ) 搬送波周波数－10MHzを中心にして掃引する。 

(ｲ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

(ｳ) データ点ごとに電力真数に換算し、7.68MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロー

ルオフ率0.22）の特性により各データに補正をかける。 

(ｴ) このデータ値の総和を求め、これをＰU とする。 

(ｵ) 搬送波周波数－20MHzを中心周波数にして掃引し、終了後(ｲ)から(ｴ)までの手

順を繰り返す。 

５ 試験結果の記載方法 

⑴ 電力比で記載する場合 

次式により計算し、記載する。 

ア 上側隣接チャネル漏えい電力比 10log（ＰC ／ＰU ） 

イ 下側隣接チャネル漏えい電力比 10log（ＰC ／ＰL ） 

⑵ 電力で記載する場合 

 八の項で測定した測定値に⑴の比を用いて算出し、次の単位で記載する。 

ア 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 dBm／3.84MHz 

イ 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 dBm／3.84MHz及びdBm／7.68MHz 

６ その他 

⑴ スペクトル分析器の掃引周波数幅を3.84MHz又は7.68MHzに設定し、ＲＲＣフィルタの特性デ

ータを使用せずに測定する方法を用いることができる。 

⑵ スペクトル分析器の代わりに電力測定用受信機を使用する方法（ＰＭＲ法）の場合には、帯

域フィルタとして3.84MHz又は7.68MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロールオフ率0.22）を使用

する。 

⑶ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と隣接チャネル漏えい電

力の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法を用いることができる。 

⑷ 送信信号を直接サンプリングして取り込み、ＦＦＴ処理により周波数領域に変換して各隣接

チャネル漏えい電力を求める方法を用いることができる。 

⑸ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いることができる。 

十 搬送波を送信していないときの漏えい電力 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件等 

⑴ 漏えい電力探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

掃引周波数幅     陸上移動局送受信帯域 

分解能帯域幅     １MHz 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅と同程度 

制御器 試験機器 
擬似負荷 

（減衰器） 

スペクトル 

分析器 
コンピュータ 

外  部 

試験装置 

広帯域 

検波器 
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掃引時間       測定精度が保証される最小時間 

掃引モード      単掃引 

検波モード      ポジティブピーク 

⑵ 漏えい電力測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

中心周波数      測定する周波数範囲の中心値 

掃引周波数幅    拡散符号速度が3.84Mcpsの場合は3.84MHz、拡散符号速度が

7.68Mcpsの場合は7.68MHz 

分解能帯域幅     30kHz 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅の３倍程度 

掃引時間       測定精度が保証される最小時間 

掃引モード      単掃引 

検波モード      サンプル 

⑶ 分解能帯域幅を3.84MHz以上に設定できる場合の漏えい電力測定時のスペクトル分析器の設

定は、次のとおりとする。 

中心周波数      移動局送信周波数 

掃引周波数幅     ０Hz 

分解能帯域幅     拡散符号速度が3.84Mcpsの場合は3.84MHz以上、拡散符号速度

が7.68Mcpsの場合は7.68MHz以上 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅と同程度 

掃引時間       10ms以上 

掃引モード      単掃引 

検波モード      ポジティブピーク 

３ 試験機器の状態 

⑴ 外部試験装置より試験信号を加えて試験周波数に設定し、バースト送信状態とする。この場

合において、バースト送信状態は、送信タイムスロット数が１から14までの任意の状態とする。

ただし、送信していないときの漏えい電力が大きくなるスロット条件が特定される場合はその

スロット条件とする。 

⑵ 制御器又は外部試験装置により試験機器の電力を最大電力とし、最大出力状態となるチャネ

ルの組合せで及び数で変調をさせる。 

４ 測定操作手順 

⑴ 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

ア 広帯域検波器等によりスペクトル分析器に外部トリガをかけ、搬送波を送信していない

時間を測定できるようにトリガ条件を設定し、スペクトル分析器を２⑴のようにして、「陸

上移動局送受信帯域」を掃引して漏えい電力の振幅の最大値を探索する。－69.4dBm（－

63.5dBm／3.84MHzを帯域幅１MHzに換算した値）以下であれば、その値を帯域幅3.84MHz当た

りに換算（＋5.9dB）した値を測定値とする。 

イ －69.4dBmを超える場合は、スペクトル分析器を２⑵のように設定し、3.84MHz当たりの

電力値を次のように求める。 

(ｱ) 掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

(ｲ) 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

(ｳ) (ｲ)で換算された電力次元の真数データを、全データ点数について加算する。これをそ

の測定する周波数範囲のデータ点数で除し平均電力を求める。これを測定分解能帯域幅

で除して平均電力密度（Ｗ／Hz）を求め、これに帯域幅3.84MHzを乗じる。 

ウ 分解能帯域幅を3.84MHz以上に設定できるスペクトル分析器を用いる場合は、２⑶に設定

し、搬送波オンのレベルと搬送波オフのレベルの比を求め、空中線電力を乗じて搬送波オフ

時の漏えい電力を求める。 

⑵ 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

ア 広帯域検波器等によりスペクトル分析器に外部トリガをかけ、搬送波を送信していない
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時間を測定できるようにトリガ条件を設定し、スペクトル分析器を２⑴のようにして、「陸

上移動局送受信帯域」を掃引して漏えい電力の振幅の最大値を探索する。－72.4dBm（－

63.5dBm／7.68MHzを帯域幅１MHzに換算した値）以下であれば、その値を帯域幅7.68MHz当た

りに換算（＋8.9dB）した値を測定値とする。 

イ －72.4dBmを超える場合は、スペクトル分析器を２⑵のように設定し、7.68MHz当たりの

電力値を次のように求める。 

(ｱ) 掃引が終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

(ｲ) 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

(ｳ) (ｲ)で換算された電力次元の真数データを、全データ点数について加算する。これをそ

の測定する周波数範囲のデータ点数で除し平均電力を求める。これを測定分解能帯域幅

で除して平均電力密度（Ｗ／Hz）を求め、これに帯域幅7.68MHzを乗じる。 

ウ 分解能帯域幅を7.68MHz以上に設定できるスペクトル分析器を用いる場合は、２⑶に設定

し、搬送波オンのレベルと搬送波オフのレベルの比を求め、空中線電力を乗じて搬送波オフ

時の漏えい電力を求める。 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、振幅の最大値の１波の漏えい電力をdBm／3.84MHz単位又はdBm／7.68MHz単位で、周波数

とともに記載する。 

６ その他 

⑴ バースト状に送信されている搬送波が空中線電力の－３dBに達する立ち上がり点の前38μｓ（

拡散符号速度が3.84Mcpsの場合146チップ、拡散符号速度が7.68Mcpsの場合292チップ）及び搬送

波が空中線電力の－３dBに達する立ち下がり点の後25μｓ（拡散符号速度が3.84Mcpsの場合96チ

ップ、拡散符号速度が7.68Mcpsの場合192チップ）の範囲を除いて測定する。 

⑵ スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用する。 

⑶ ４⑶による場合は、広帯域検波器を使用しないことができる。 

⑷ スペクトル分析器の代わりに電力測定用受信機を使用する方法（ＰＭＲ法）で行う場合には、

帯域フィルタとして3.84MHz又は7.68MHzの帯域幅のＲＲＣフィルタ（ロールオフ率0.22）を使用

すること。 

⑸ ２⑶においてスペクトル分析器の分解能帯域幅を7.68MHz以上とする場合には、分解能帯域幅

特性を確認し３dB減衰帯域幅が7.68MHz以上であることを確認すること。 

十一 副次的に発する電波等の限度 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件等 

⑴ 副次的に発する電波等の限度（以下この表において「副次発射」という。）探索時のスペク

トル分析器の設定は、次のとおりとする。 

掃引周波数幅     30MHzから1,000MHzまで及び1,000MHzから12.75GHzまで（ただし

、拡散符号速度が3.84Mcpsの場合2,000MHzから2,035MHzまでを、

拡散符号速度が7.68Mcpsの場合1,990MHzから2,045MHzまでを除く

。） 

分解能帯域幅     30MHz以上1,000MHz未満の場合は100kHz、1,000MHz以上の場合は

制御器 試験機器 
擬似負荷 

(減衰器) 

外  部 
試験装置 

コンピュータ スペクトル 
分析器 

広帯域 

検波器 



 - 10 - 

１MHz 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅と同程度 

掃引モード      単掃引 

検波モード      ポジティブピーク 

⑵ 副次発射の限度測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 

中心周波数      副次発射周波数 

掃引周波数幅     ０Hz 

分解能帯域幅     1,000MHz未満では100kHz、1,000MHz以上では１MHz 

ビデオ帯域幅     分解能帯域幅の３倍程度 

掃引モード      単掃引 

検波モード      サンプル 

３ 試験機器の状態 

⑴ 制御器又は外部試験装置を用いて試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信する状態

とする。 

⑵ 連続受信状態にできない場合は、試験周波数に設定し、バースト時間率（電波を発射してい

る時間／バースト繰り返し周期）を一定とした継続的送信状態とする。 

４ 測定操作手順 

⑴ 「陸上移動局送受信帯域」及び「その他の帯域」ごとに、掃引して副次発射の振幅の最大値

を探索する。ただし、外部試験装置を使用している場合は、その信号の周波数帯を除く。 

⑵ 試験機器の状態が連続受信状態に設定できない場合は、広帯域検波器等によりスペクトル分

析器に外部トリガをかけ、受信時間の測定を次のように行う。 

ア 必要な掃引の繰返しが終了したとき、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り

込む。 

イ 全データについて、dBm値を電力次元の真数に換算する。 

⑶ 探索した結果が設備規則に規定する許容値以下の場合は、探索した値を測定値とする。 

⑷ 探索した結果が設備規則に規定する許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を２⑵

として測定し、全データ点の値をコンピュータに取り込み、その全データを真数に変換し、平

均電力を求め、dBm値に変換して副次発射電力とする。 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、設備規則に規定する許容値の異なる帯域ごとに振幅の最大値の１波の副次発射につ

いて、その周波数とともにdBm／100kHz単位又はdBm／１MHz単位で記載する。 

６ その他 

⑴ スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ等を使用することができる。 

⑵ スペクトル分析器のＹ軸スケールの絶対値を高周波電力計及び信号発生器を使用して確認す

ること。 

⑶ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「ＲＭＳ」を用いることができる。 

十二 総合動作試験 

１ 測定系統図 

 

２ 測定器の条件 

外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、空中線電力が制御可能な装置であること。 

３ 試験機器の状態 

試験機器にはあらかじめ指定された移動機固有の番号を書き込んでおくこと。 

４ 測定操作手順 

試験機器を外部試験装置に接続し、次の項目を確認する。 

⑴ 発呼動作又は着呼動作（通話、通信中チャネル切替えを含む。） 

試験機器 
擬似負荷 

（減衰器） 

 

外  部 

試験装置 
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⑵ あらかじめ指定された移動機固有の番号の読み取り動作 

⑶ 空中線電力低下動作（基地局からの電波の受信電力を測定することによって空中線電力が必

要最小限となるように自動的に制御する動作） 

５ 試験結果の記載方法 

「良」又は「否」で記載する。 


